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参考資料 

１．市民アンケート 

（１）アンケート概要 

【調査目的】 適切な公共施設等の管理に向けた市民の理解を深めるため 

【調査期間】 平成 28年 4月 20 日～平成 28年 5 月 11 日 

【調査対象】 本市在住の 18歳以上 1,500 人（無作為抽出）を対象 

【配布方法】 郵送により対象者に調査票と返信用封筒を送付し、回答記入後、

調査票を返送してもらう方法で実施 

【配布数】  1,500 件 

【回収数】  624 件 

【回収率】  41.6％ 

（２）アンケート結果概要 

○回答者の属性 

設問１ 

・性別は男性が 4割、女性が 6割で女性の方が多い状況である。 

設問２ 

・年齢は、50歳代、40歳代、30 歳代がいずれも約 2割で多い状況である。 

設問３ 

・職業は、会社員、パート・アルバイト、無職、家事専業が多く回答を得ている。

設問４ 

・住まいは、佐屋地域が約 4.5 割、佐織地域が約 3.5 割、立田地域と八開地域が

約 1割という状況である。 

○公共施設等の満足度 

設問５ 

・月に数回程度、年に数回程度を合わせた人が過半数以上の施設は市役所・分庁

舎のみという状況であり、反対に今までに利用したことが無い人が過半数以上

の施設は、占める割合が多い順で、老人憩いの家、農村環境改善センター・農

業管理センター、福祉センター、社会福祉会館、郷土資料室、子育て支援セン

ター、診療所、児童館、運動場・スポーツセンターである。 

設問６ 

・施設数について、いずれの施設も満足していない人より満足している人の割合

が上回っている。また、満足していない人の割合はいずれも 2 割未満である。

なお、満足している人の割合が多い順に、市役所、分庁舎、図書館、文化会館、

地域交流拠点施設【道の駅】となる。 

・立地状況について、いずれの施設も満足していない人より満足している人の割

合が上回っている。また、満足していない人の割合はいずれも 2割未満である。

なお、満足している人の割合が多い順に、市役所・分庁舎、図書館、コミュニ

ティセンター、保健センターとなる。 
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・利用可能時間について、いずれの施設も満足していない人より満足している人

の割合が上回っている。また、満足していない人の割合はいずれも 2 割未満で

ある。なお、満足している人の割合が多い順に、図書館、市役所・分庁舎、保

健センター、地域交流拠点施設【道の駅】となる。 

・利用料金について、いずれの施設も満足していない人より満足している人の割

合が上回っている。また、満足していない人の割合はいずれも 2割未満である。

ただし、満足している人の割合もいずれも 2割未満となる。 

設問７ 

・インフラ資産について、公園と上水道、下水道は満足していない人が満足して

いる人の割合を上回っている。特に公園は満足していない人が満足している人

の約 2倍となる。 

○公共施設等に対する考え 

設問８ 

・公共施設の更新問題について、知っている、聞いたことがあるを合わせると約

3分の 2を占める一方、約 3分の 1は知らないと回答している。 

設問９ 

・公共施設における市が取るべき方策について、実施すべき、どちらかといえば

実施すべきを合わせた人が⑦利用していない施設や土地の売却は約 9 割、①施

設の機能の複合化・集約化、②施設の改修、③近隣自治体と協働、④民間のノ

ウハウや資金の活用は約 7 割を占めているが、⑤使用料の引き上げ及び⑥地域

住民の維持管理は約半数となる。 

・インフラ資産における市が取るべき方策について、実施すべき、どちらかとい

えば実施すべきを合わせた人が①計画的に維持管理は約 9 割、②民間のノウハ

ウや資金の活用は約 7割を占めているが、③地域住民の維持管理は約 4割と過

半数を割っている。 

設問１０ 

・市に 1 箇所のみあれば構わない公共施設について、最も多いのが郷土資料室の

約 6 割で、次いで農村環境改善センター・農業管理センター、文化会館、地域

交流拠点施設【道の駅】となる。反対に最も少ないのは児童館で、次いで子育

て支援センター、老人憩いの家となる。 

設問１１ 

・各地域に 1か所必要な公共施設について、最も多いのが児童館の約 4割で、次

いで子育て支援センター、コミュニティセンター、診療所となる。反対に最も

少ないのは郷土資料室で、次いで農村環境改善センター・農業管理センター、

文化会館となる。 

設問１２ 

・優先的に維持・充実すべき公共施設等について、最も多いのが保健センターの

約 4 割で、次いで診療所、子育て支援センター、児童館となる。反対に最も少

ないのは農村環境改善センター・農業管理センターで、次いで郷土資料室、地

域交流拠点施設【道の駅】となる。 

設問１３ 

・統廃合しても構わない公共施設等について、利用者が少ない施設、同じような

公共施設が重複している施設が約 7 割で過半数を超えており、次いで高い維持

管理費がかかっている施設、民間で同様のサービスが提供されている施設、建

物の設備や老朽化が進んでいる施設となる。 
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（３）アンケート結果グラフ
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２．用語解説 

ア行 維持管理 公共施設等を日常的に点検して必要に応じて手を加え、

機能や性能を良好な状態に保つこと。 

カ行 合併算定替期間 合併算定替とは合併した地方公共団体（市町村）に対す

る特例措置として設けられている制度で、合併前の地方

公共団体ごとに普通交付税を計算して合計する、合併後

10 年間のこと。 

義務的経費 歳出における人件費・扶助費・公債費等の支出が制度的

に義務づけられている経費のこと。 

旧耐震基準 建築基準法及び建築基準法施行令が改正される、昭和

56 年（1981 年）5月 31 日以前の設計基準のこと。 

激変緩和期間 合併算定替期間終了後の 5年間のこと。 

この期間中に普通交付税は段階的に縮減され、合併後

16 年目からは合併後の本来の算定（「一本算定」という）

による額の交付となる。 

公債費 借り入れた地方債の元金や利息の返済に要する経費の

こと。 

サ行 指定管理者制度 公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用 

し、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的

に、地方公共団体が指定する法人その他の団体などに、

公の施設の管理を委ねる制度のこと。 

除却 公共施設等を解体、処分及び撤去すること。 

新耐震基準 昭和 56 年（1981 年）6月 1 日に施行された建築基準法

及び建築基準法施行令に定められた設計基準のこと。 

タ行 耐用年数 建築物等の資産が、壊れず使用に耐えうる年数のこと。

地方交付税 国の収入から、一定の割合を地方公共団体の財政状況等

に応じて配分されるお金のこと。 

長寿命化 公共施設等を将来に渡り長く使い続けるため、適切な時

期に手を加えることにより、耐用年数を延ばすこと。 

投資的経費 道路、学校、公共施設の建設等その支出の効果が資本形

成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るもの

に支出される経費のこと。普通建設事業費等が含まれる。

ハ行 BCP（事業継続計画） 事前に災害や事故が発生した時の対応を整理・準備して

おき、有事の際にも速やかに復旧・再開できるように計

画を立てること。 
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ハ行 PFI プライベート・ファイナンス・イニシアティブ

（Private Finance Initiative）の略。  

公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、

経営的及び技術的な能力を活用し、効率化やサービス

向上を図る公共事業の手法のことをいう。 PPP の代

表的なものの一つ。 

PPP パブリック・プライベート・パートナーシップ（Public 

Private Partnership）の略。官民連携のこと。 

民間の資本やノウハウを利用して効率化やサービス

向上を目指すことを目的とし、公共サービスの提供に

民間が参画する手法を幅広く捉えた概念のこと。  

PDCA サイクル PLAN（計画）、DO（実行）、CHECK（評価）、ACTION（改

善）の 4つのステップを１つのプロセスとして捉えて

運営していくこと。 

扶助費 高齢者、障がい者及び児童等を援助するための社会制

度の一環として支給される経費のこと。 

普通建設事業費 公共施設等、社会資本の新増設等の建設事業に要する

経費のこと。 

平準化 優先順位づけや効率的な維持管理、長寿命化の取組な

どにより、毎年異なる改修・更新等の費用のばらつき

を少なくすること。 

ヤ行 ユニバーサルデザイン すべての人のためのデザインを意味し、老若男女とい

った差異や障がいの有無、能力などにかかわらず、で

きるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイン

すること。 

予防保全 損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施

することで、機能の保持・回復を図る管理手法をいう。 

ラ行 LCC（ライフサイクル 

コスト） 

建築物や構造物に関する生涯費用とも呼ばれ、企画設

計、建設、管理運営、解体処分までの全期間に要する

費用のこと。 
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３．策定委員名簿 

（１）平成 27年度                          （敬称略） 

氏 名 選 出 区 分 備考 

鈴 木 賢 一 学識経験者（名古屋市立大学大学院教授 芸術工学研究科長・学部長） 委員長 

佐 藤  峻 学識経験者（愛知県建築士事務所協会津島支部会員・建築士） 副委員長

小 野 隆 彦 学識経験者（愛西市立勝幡小学校校長）  

大 野 伸 二 学識経験者（愛知県海部建設事務所 道路整備課長）  

大 野 宏 行 学識経験者（海部南部水道企業団 配水課長）   

飯 谷 幸 良 愛西市職員（総務部長）  

佐 藤 信 男 愛西市職員（企画部長）     

加 藤 清 和 愛西市職員（経済建設部長）   

横 井 一 夫 愛西市職員（上下水道部長）   

石 黒 貞 明 愛西市職員（教育部長）   

猪 飼  明 愛西市職員（福祉部長）   

◆オブザーバー 

氏 名 選 出 区 分 備考 

宮 川 俊 行 県派遣職員（企画部参事）  

青 山 和 充 県派遣職員（企業誘致対策課主幹） 

（２）平成 28年度                          （敬称略） 

氏 名 選 出 区 分 備考 

鈴 木 賢 一 学識経験者（名古屋市立大学大学院教授） 委員長 

小 野 隆 彦 学識経験者（愛西市立勝幡小学校校長）  

近 藤  敦 学識経験者（愛知県海部建設事務所 道路整備課長）  

大 野 宏 行 学識経験者（海部南部水道企業団 配水課長）   

佐 藤 信 男 愛西市職員（総務部長）    

山 内 幸 夫 愛西市職員（企画政策部長）     

猪 飼  明 愛西市職員（市民協働部長）   

水 谷 辰 也 愛西市職員（健康福祉部長）   

恒 川 美 広 愛西市職員（産業建設部長）   

横 井 一 夫 愛西市職員（上下水道部長）  副委員長

石 黒 貞 明 愛西市職員（教育部長）   

◆オブザーバー 

氏 名 選 出 区 分 備考 

宮 川 俊 行 県派遣職員（企画政策部参事）  
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４．策定経過 

委 員 会 開 催 日 議 題 

第１回愛西市公共施設等

総合管理計画策定委員会

平成 27 年 

8 月 4日（火） 

●愛西市公共施設等総合管理計画策定について

●公共施設等マネジメント基本方針（素案）に

ついて 

第２回愛西市公共施設等

総合管理計画策定委員会

平成 27 年 

11 月 18 日（水）

●愛西市の保有する公共施設の類型別状況等に

ついて 

第３回愛西市公共施設等

総合管理計画策定委員会

平成 28 年 

2 月 4日（木） 

●施設類型ごとの管理に関する基本方針について

●公共施設に関する市民アンケートについて 

市民アンケート（平成 28年 4月 20 日（水）～平成 28年 5月 11 日（水）） 

第４回愛西市公共施設等

総合管理計画策定委員会

平成 28 年 

5 月 26 日（木）

●平成 28年度のスケジュールについて 

●アンケート調査結果（単純集計）について 

●愛西市公共施設等総合管理計画（案）について

第５回愛西市公共施設等

総合管理計画策定委員会

平成 28 年 

8 月 18 日（木）

●アンケート調査結果について 

●愛西市公共施設等総合管理計画（案）について

●パブリックコメントについて 

パブリックコメント（平成 28年 10 月 3日（月）～10月 31 日（月）） 

第６回愛西市公共施設等

総合管理計画策定委員会

平成 29 年 

1 月 19 日（木）

●パブリックコメントの結果について 

●愛西市公共施設等総合管理計画（案）について

鈴木委員長から日永市長へ「愛西市公共施設等総合管理計画」を提出


